
用　途 問合せ先

2 野球場
3 陸上競技
4 コート2面
5 グラウンド
37 弓道場

イベント広場 グラウンド
多目的広場 芝生グラウンド
運動広場 グラウンド
テニスコート コート6面、夜間照明施設あり

運動広場 グラウンド
テニスコート コート8面、夜間照明施設あり

野球場 野球場
ソフトボール場 ソフトボール

10 中友公園 グラウンド ソフトボール、少年軟式野球等

11 宮浦公園 グラウンド グラウンド、夜間照明施設あり

12 笹林公園 グラウンド グラウンド
多目的広場 グラウンド
テニスコート コート2面 ①
多目的広場 グラウンド ②

手鎌北町
公園

13

52-3619
諏訪公園
管理事務所

①
52-3619
緑地運動公園
管理事務所

7
体育館、広場
クライミングウォール

58-7777
リフレスおおむた

8 諏訪公園

9
緑地運動
公園

53-6003
総合体育館

区分

6 プール 53-7337
延命プール

総合体育館1

リフレスおおむた

②
41-2782
都市計画・公園課

施設名

公
園
施
設

14
白銀川調
整池公園 テニスコート コート4面 53-1503

スポーツ推進室

延命球場
記念グラウンド
笹林庭球コート
第二グラウンド

弓道場

延命プール

アリーナ、柔道場
剣道場、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

体
育
施
設

37

施設名 用　途 問合せ先

15 みなと小学校 運動場、体育館 53-6004

16 天領小学校 運動場、体育館 53-6006

17 駛馬小学校 運動場、体育館 53-6008

18 天の原小学校 運動場、体育館 53-6009

19 玉川小学校 運動場、体育館 53-6011

●使用できる団体 20 大牟田中央小学校 運動場、体育館 53-6014

21 大正小学校 運動場、体育館 53-6015

22 中友小学校 運動場、体育館 53-6016

●使用申請 23 明治小学校 運動場、体育館 53-6017

24 白川小学校 運動場、体育館 53-6018

●開放時間 25 平原小学校 運動場、体育館 53-6019

26 高取小学校 運動場、体育館 53-6020

27 三池小学校 運動場、体育館 53-6021

28 羽山台小学校 運動場、体育館 53-6013

29 銀水小学校 運動場、体育館 53-6022

30 上内小学校 運動場、体育館 58-0103

31 吉野小学校 運動場、体育館 58-1037

32 倉永小学校 運動場、体育館 58-1038

33 手鎌小学校 運動場、体育館 53-6025

34 大牟田特別支援学校 体育館 56-9671

●使用料 （円/時間） 35 運動場、体育館、武道場

36 第二運動場

38 宮原中学校 運動場、体育館、武道場 53-603２

39 松原中学校 運動場、体育館 53-6035

40 白光中学校 運動場、体育館、武道場 53-6036

41 御木中学校 運動場、体育館、武道場 53-6037

42 白銀中学校 運動場、体育館、武道場 53-6040

体育館、運動場、武道場 58-0033

43

学
校
開
放
施
設
　
中
学
校

宅峰中学校 53-6034

夜間照明（運動場） 51-5744
緑地運動公園

甘木中学校

運動場 土曜

日・祝

日・祝

平日

土曜

平日 17:00～19:00

半面 260

体育館

玉川、中友、高取
羽山台、上内
特別支援

全面 260

体育館

松原

小学校・特別支援学校 中学校

13:00～19:00

  9:00～17:00

-

13:00～19:00

  9:00～17:00

17:00～21:30

13:00～21:30

  9:00～17:00

区　分

施設区分等 小学校・特別支援学校 中学校

19:00～21:30

  9:00～17:00

体育館
柔道場
剣道場

学
校
開
放
施
設
　
小
学
校
・
特
別
支
援
学
校

※19:00～21:00

※13:00～21:00

※ 9:00～21:00

全面 260

宅峰、宮原、白光
御木、白銀、甘木

全面 520

運動場 105 運動場 105

半面 260

みなと、天領、駛馬
天の原、大牟田中央
大正、明治、白川
平原、三池、銀水
吉野、倉永、手鎌

全面 520

甘木中学校運動場夜間照明（30分） 910

柔道場
剣道場

１室 260

大牟田市では小・中学校及び特別支援学校の体育施設について、地域の人たちにとっての

スポーツ活動の拠点、健康づくりや交流の場として明るく豊かな地域づくりへの貢献など

社会教育の振興のために学校教育に支障のない範囲で、一般市民の利用のために開放を行

っています。

使用する学校へ空き状況を確認し、団体登録申込や使用許可申請を行ってください。

(1)市内に居住、通勤又は通学するものを代表とする団体

(2)その他教育委員会が適当と認める団体

使用料の減免など詳細については、市ホームページ施設情報の「市立小・中学校及び特別
支援学校体育施設」をご覧下さい。また、使用許可申請書など各種様式も掲載しています。

※夜間照明施設の使用（19:00～21:30）を伴う甘木中学校の運動場の使用については

緑地運動公園に問合せ・申込みしてください。


